
備考

業種 買受け

担当課 環境課

契約内容

別紙明細書のとおり

契約区分 単価契約 分類業務区分 その他委託

契約方法 随意契約（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。）

ボトルを必ずペットボトルに資源化することについて令和5年1月に協定を締結済みである。

登録があり、収集したペットボトル全量をペットボトルへ再生することが可能な業者は豊田通

商（株）サステナブル原料・合成樹脂部１社のみである（地方自治法施行令第167条の2第1項第

2号該当）。なお、選定業者とは、収集したペットボトルを有価で買い取ること、集めたペット

契約の相手方
とした理由

受注者

20043721-0

豊田通商株式会社　サステナブル合成樹脂部

東京都港区港南２－３－１３

あいち電子調達共同システムにて02:買受け、01:不用品買受、99:その他（ペットボトル）に

予定価格 事後公表 83.0円 （見積書比較価格　75.0 円）

契約金額 83.6円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 7.6 円）

契約日 令和7年10月3日

契約期間 令和7年10月3日から令和8年3月31日

履行場所 市内指定地域

第５号様式（第６条関係）

番号

令和　7年　10月　3日

契約結果調書

件名
ペットボトル売払



明　　細　　書

件　　　  名
ペットボトル売払

No 品　　　名 規　　　格 数　量 単　位 単　価 金　額

1
ペットボトル

143,710
kg

76.00 10,921,960

2

3

4

5
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7
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16

10,921,960

備考

上記単価は「取引にかかる消費税および地方消費税の額」を含んでいないため、支払い時にお

いて契約単価に数量を乗じ「取引にかかる消費税および地方消費税の額」を加算した金額の支

払いを受けるものとする。

小　　　計　（単位：円）


